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第１章 基本的な事項   

 

１．指針策定の背景  

 

世界の動向  

１９４８年（昭和２３年）、国際連合において、世界大戦をはじめとする幾多の

経験を踏まえて「世界人権宣言」が採択されました。これにより、世界各国の憲

法や法律に宣言が取り入れられ、人権を守る動きは大きく進みました。特に１９

９４年（平成６年）の国連総会では、１９９５年（平成７年）から２００４年（平

成１６年）までの１０年間を「人権教育のための国連１０年」と決議し、各国に

おいて「人権という普遍的文化」が構築されることを目標とし、取り組みが進め

られました。  

２００４年（平成１６年）には、新たに「人権教育のための世界プログラム」

に取り組む決議が採択され、初等・中等学校制度における人権教育の推進に重点

を置く２００５年（平成 17 年）から２００９年（平成２１年）までの第１段階

に始まり、現在は重点対象を「青少年」とし、平等、人権と非差別、包摂、並び

に多様性の尊重に関する教育及び研修に特に重点を置いた２０２０年（令和２年）

から２０２４年（令和６年）までの第 4 段階のプログラムが進められています。 

２０１５年（平成２７年）には、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包

摂性のある社会を実現するための持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が、国連サミ

ットにて全会一致で採択されました。ＳＤＧｓの目標は、人権分野とも関わりが

深く、人権施策の推進は目標達成にとても重要です。 

２０２０年（令和２年）からの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の大

流行により、全世界が社会経済活動など多くの面で大きな打撃を受けました。こ

の感染症について、国連人権理事会の議長声明は、国連人権高等弁務官事務所が

新型コロナウイルス対策は「人権を最前線かつ中心に据えるべき」とした

「COVID-19 ガイダンス」と国連事務総長報告書「COVID-19 と人権」に留意

し、「パンデミックとの闘いにおいてすべての人権が尊重され、保護されかつ充足

されること、及び、COVID-19 パンデミックへの各国への対応において、人権に

関する義務及びコミットメントが全面的に遵守されることを確保する」ことを要

請しています。 

その一方で、宗教、民族問題に起因する対立や弾圧、武力による侵攻や国家間

の紛争等が、様々な人権問題を生じさせる大きな要因となっている現状もありま
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す。 

 

国の動向 

我が国においては、基本的人権の尊重は日本国憲法の柱の一つで、侵すことの

できない永久の権利であると保障されています。自由に生きる権利（自由権）、人

間らしく生きる権利（社会権）、法の下の平等（平等権）等が保障されています。 

また、国連の「人権教育のための国連１０年」の決議にともない、内閣総理大

臣を本部長とする「人権教育のための国連１０年」推進本部を設置し、１９９７

年（平成９年）７月には、「人権教育のための国連１０年」に関する国内行動計画

が策定されました。  

１９９７年（平成９年）３月には、様々な人権問題を踏まえ、今後の人権擁護

に関する施策の推進のために、「人権擁護施策推進法」が施行されました。  

その後２０００年（平成１２年）１２月には「人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律」（人権教育・啓発推進法）が施行されました。この法律に基づき、国

は「人権教育のための国連１０年」国内行動計画などを踏まえた「人権教育及び

啓発に関する基本計画」を２００２年（平成１４年）３月に公表しました。  

その後、２００４年（平成１６年）１２月に「犯罪被害者等基本法」、２００５

年（平成１７年）１１月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に

関する法律」、２００７年（平成１９年）７月に「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」、２００８年（平成２０年）４月

に「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」、２０

１１年（平成２３年）６月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援

等に関する法律」、２０１６年（平成２８年）１２月に「部落差別の解消の促進に

関する法律」など、個別の人権関係法の整備や改正がなされました。  

また、国は、２０１５年（平成２７年）に国連サミットで採択された持続可能

な開発目標ＳＤＧｓの達成に向けて、２０１６年（平成２８年）５月に「ＳＤＧ

ｓ推進本部」を設置し、同年１２月には「ＳＤＧｓ実施指針」が策定されました。

指針で定められた８つの優先課題の中には、「あらゆる人々が活躍する社会・ジェ

ンダー平等の実現」、「平和と安全・安心社会の実現」といった人権と関連した課

題が示されており、女性、子ども、高齢者、障がい者など社会的に弱い立場の人々

に向けた施策を進めることが求められています。  

さらに、２０２０年（令和２年）から新型コロナウイルス感染症が日本におい

ても流行する中、２０２１年（令和３年）２月に「新型インフルエンザ等対策特
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別措置法」が改正され、感染症患者等に対する差別の防止に係る国及び地方公共

団体の責務が規定されました。  

 

県の動向 

岐阜県においては、１９９８年（平成１０年）５月に「岐阜県人権啓発活動連

絡協議会」が設置されました。県議会では、２００２年（平成１４年）１２月に

「人権宣言に関する決議」が全会一致で可決され、県民の意識の高揚に向け、県

議会として一層努力していくことが宣言されました。  

また２０００年（平成１２年）４月には人権尊重の思想を広く県民に普及し、

様々な人権に関する問題への取り組みを推進し、差別のない人権が尊重される明

るく住みよい社会の実現に向けて「岐阜県人権啓発センター」が設置され、人権

教育・啓発を総合的かつ効果的に行うため２００３年（平成１５年）には「岐阜

県人権施策推進指針」が策定されました。 

その後改定を重ねながら、岐阜県が進める人権教育・啓発について、その現状

と課題及び具体的施策の方向性を明らかにし、人権尊重の意識を高めるための

総合的かつ効果的な取り組みが行われています。２０２３年（令和５年）３月に

は「岐阜県人権施策推進指針」の第四次改定が行われました。  

また、２０２０年（令和２年）からは、新型コロナウイルス感染症の流行に伴

い、感染者や医療従事者などに対する人権侵害（コロナハラスメント）や事情が

あってワクチンを接種しない、できない人への人権侵害（ワクチンハラスメント）

が問題となりました。県では、同年７月に差別的取扱い等の禁止も含めた「岐阜

県感染症対策基本条例」を施行し、同年９月には、岐阜県知事、県内 42 市町村

長が連名で、「ストップ『コロナハラスメント』宣言」を行い、新型コロナウイ

ルス感染症に関連した人権侵害を防止する取り組みを行っています。  

 

２．指針改定の趣旨  

 本市では、２００７年（平成１９年）に策定、その後２度の改定を経た「山県

市人権施策推進指針」に基づき、「お互いの人権が尊重され、共生できる平和で

豊かな社会の実現を目指して」をスローガンに､総合的かつ効果的な人権教育・

啓発に関する施策を推進してきました。  

しかし社会には依然として、人命を損なう恐れのあるいじめ、職場における  

ハラスメント、スマートフォンの普及や様々な SNS（ソーシャル・ネットワー

キング・サービス）の利用拡大に伴うインターネット上の誹謗中傷や、性的指向
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及び性自認を理由とする偏見、差別など、解消に向けて取り組むべき様々な人権

問題があります。  

また、２０２０年（令和２年）からは、新型コロナウイルス感染症の流行に伴

い、人権侵害が問題となりました。様々な人権問題について、引き続き一人ひと

りの人権が尊重される社会をつくるため、人々の意識に訴えていくことが必要

です。  

このような社会的背景や、これまでの取り組みを踏まえ、現在の指針を継承、

発展させて、新たな人権課題に対応するため、「山県市人権施策推進指針」を改

定し、２０２３年度（令和５年度）からの本市が目指すべき人権施策の基本的な

方向を明らかにすることとしました。  

 

３．指針策定の位置づけ  

 この指針は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条に規定されて

いる地方公共団体の責務に基づき、本市の今後の人権施策の基本的な方向を明ら

かにするものです。  

 市はこの指針に基づき、今後も、国、県、関係機関と連携して、より総合的か

つ効果的な人権教育・啓発に関する施策を積極的に推進していきます。  

 

４．指針の推進期間  

 この指針の推進期間は、２０２３年度（令和５年度）から２０３２年度（令和

１４年度）の１０年間とします。また推進期間内でも、施策の検証、市民意識の

変化や社会情勢等に応じて弾力的に見直すものとします。  
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第２章  人権施策の推進方向   

 

１．山県市の現状とこれまでの取り組み状況  

本市では、２００７年（平成１９年）３月に策定し、その後２度の改定を経た

「山県市人権施策推進指針」に基づき、「山県市人権教育・啓発推進協議会」を中

心に、社会教育の「社会人権教育推進協議会」、学校教育の「学校人権教育推進委

員会」がそれぞれ事業を展開しています。各協議会、委員会は、相互の連携によ

り人権・同和教育を進めるとともに、隣保館においては地域活動を活性化するこ

とで地域交流を深め、また、人権擁護委員等による相談業務の充実により、人権

意識の高揚と様々な差別の解消に向けた意識啓発を推進する取り組みを続けてい

ます。  

 

２．市民意識の状況  

（１）人権問題への関心  

２０１７年（平成２９年）に実施した「山県市人権施策推進指針」作成に係る

アンケート調査によると、本市における人権問題についての関心度については、

上位３位が「子どもの人権」（36.0%）、「障がい者の人権」（34.8%）、「高齢者の

人権」（34.6%）で社会的弱者に対する人権意識が高い結果となりました。  

この結果は平成１８年と平成２３年に実施された人権擁護に関する世論調査結

果でも同様に 3 つが上位に位置づけられており、重点的に考えていく必要がある

と考えられます。 

また、「インターネットを悪用」を挙げる意見が 24.4％と、平成２３年調査の

18.6％から急増していることにも留意が必要です。  

一方、「人権問題に関心がない」という意見も 6.7%ありましたが、平成１８年

の調査から段階的に減少しており、平成２３年調査からは 3.7％減少しています。 
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※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

 

 

 

36.0%

18.3%

34.6%

34.8%

6.9%

4.2%

4.7%

4.7%

24.4%

7.2%

0.5%

10.6%

1.5%

1.7%

3.5%

3.2%

22.7%

0.7%

6.7%

5.2%

40.4%

13.6%

37.8%

38.6%

9.3%

4.0%

5.3%

6.1%

18.6%

10.4%

1.1%

11.4%

4.5%

1.3%

10.4%

32.0%

20.2%

33.6%

35.3%

8.5%

5.2%

6.1%

8.7%

18.8%

20.7%

0.5%

0.9%

15.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

子ども

女性

高齢者

障がいのある人

同和地区出身者

外国籍住民

刑を終えて出所した人

エイズ・ＨＩＶ

インターネットを悪用

犯罪被害者

アイヌの人々

北朝鮮当局

ホームレス

性的指向

性同一性障害

人身取引

東日本大震災

その他

特に関心がない

無回答

関心のある人権問題

H28 H23 H18
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45.4%

6.7%

1.7%

7.9%

7.4%

5.2%

3.7%

7.9%

6.4%

0.7%

0.5%

1.2%

4.5%

0.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

家族・親戚に相談

友人に相談

職場の上司・同僚に相談

自分自身で解決

弁護士に相談

法務局等に相談

民生委員等に相談

行政に相談

警察に相談

ＮＰＯなどに相談

報道機関に通報

その他

特に何もしない

無回答

人権侵害されたときの対応

（２）人権侵害されたときの対応  

人権侵害の経験において、人権侵害されたときの対応として「家族、親戚に相

談」が 45.4%でほぼ半数を占めており、「自分自身で解決」が 7.9％、「行政に相

談」が 7.9％、「弁護士に相談」が 7.4％、「警察に相談」が 6.4％となっていま

す。行政等に相談すると回答した方が少ないことは、深刻の度合いが高くないの

か、又は各種相談事業の PR 不足とも考えられます。人権侵害という難しい問題

に対して、プライバシー保護など行政として対応できる場所作りが課題と考えま

す。 
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３．人権教育・啓発の推進方向  

人権啓発とは、人権尊重思想の普及、高揚を図ることを目的に行われる研修、

情報提供、広報活動等のうち人権教育を除いたものであり、一人ひとりが人権を

尊重することの重要性を正しく認識し、他人の人権にも十分配慮した行動が取れ

るようにすることです。  

具体的な目的としては「人権とは何か」、「人権の尊重とはどういうことか」、「人

権が侵害された場合に、これを排除し救済するための制度はどうなっているか」

等について、正しい認識を持つとともにそれらの認識が日常生活の中で、態度面、

行動面等において確実に根付くようにすることです。  

また、社会を取り巻く状況として、国際化や情報化の進展など様々な人権問題

がある中で、今まで以上に人権啓発が重要視されてきているなど、その内容や実

施方法について、市民の理解と共感が得られるものであることが必要です。  

このことから、人権に関わる法令などの基本的な知識の習得を図る啓発、それ

ぞれの分野の人権問題について認識を深める啓発、生命の尊さ、大切さを実現で

きるような啓発、一人ひとりがそれぞれの違いを認め合い、尊重しあうことが大

切であることを訴えかける啓発などが求められています。  

市民一人ひとりが、人権問題を自分のこととして捉え、人権尊重の理念を日常

生活の中で、人権感覚を育む人権啓発を今後も効果的に行っていく必要がありま

す。 

 人権教育について、本市では、「山県市人権教育の方針と重点」に基づき、全教

育活動を通し、人権尊重の精神がみなぎる学校づくりの取り組みが行われていま

す。 

しかし、人間の尊厳や人権尊重の理念についての正しい理解や、これを実現す

る態度が十分定着していないなどにより、依然として様々な問題が生じています。

そのため、学校教育や社会教育を通じて、学校、家庭、地域社会における良好な

人間関係を構築し、社会での規範意識の向上が図れるよう、発達段階に応じた人

権教育を効果的に進めていく必要があります。  

学校教育では、教育活動全般を通じて、幼児、児童、生徒、学生が社会生活を

営むうえで必要な知識、技能や態度を身につけることにより、人権尊重の精神を

養っていく必要があります。  

社会教育の場では、幼児から高齢者に至るまで、それぞれのライフステージに

応じて人権意識を高めていけるよう、公民館、隣保館をはじめとした社会教育施

設を活用した学習機会を提供しています。また、この学習では、単に人権問題を
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知識として学ぶだけでなく、日常生活において態度や行動に表れるような人権感

覚を養っていくことが求められます。  

 

【施策の方向】 

①市民、企業等への啓発 

＊市民の人権意識の高揚を図るため、広報やホームページ、情報誌など各種媒

体を活用し、市民に対して人権啓発を推進します。  

＊市民の人権意識の形成を図るため、市民自らが人権問題を考えるきっかけづ

くりの場となる講演会やパネル展示、講座などを開催します。 

＊市民及び職員などが人権についての理解を深めるため、小冊子、図書などの

充実を図ります。 

＊人権が尊重される職場づくり等人権尊重の視点に立った企業活動を行う意味

から、ハローワーク等の関係機関と連携して、研修会などへの参加を促進し

ます。また、企業等における人材の採用にあたっては、個人の能力と適性に

基づく公正な採用選考の確立を図るため、ハローワーク等と連携して、周知

徹底に努めます。 

 

②学校教育における人権教育の推進  

＊幼児、児童、生徒が発達段階に応じ、すべての教育を通じて、人権尊重の意

識を高め主体的に人権問題に取り組むことができる力を育むとともに、一人

ひとりを大切にする教育を推進します。そのために必要な教材などについて、

情報収集や調査研究に努め、指導法の改善を図ります。  

＊各学校は、人権尊重の視点に立った学校運営に努め、研修等を通じて全ての

教職員の資質向上を図り、人権尊重の理念などについて十分な認識や指導力

を持った人材の育成に努めます。  

＊児童、生徒の豊かな人間性や社会性を育むため、社会教育との連携を図り、

ボランティア活動などの多様な体験活動や高齢者、障がい者との様々な交流

の機会の充実を図るなど、家庭、地域と一体となった人権教育を推進します。 

 

③社会教育における人権教育の推進  

＊生涯学習の視点に立って、あらゆる機会における人権に関する学習を一層充

実させるとともに、社会教育施設を活用して、学校や社会教育関係団体等と

連携を図りながら、人権に関する多様な学習の機会を提供します。  
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＊家庭教育学級等を通じて、親子ともに人権感覚が身につくような学習機会の

充実や情報提供に努め、家庭教育への支援を図ります。  
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第３章  分野別施策の方向   

 

１．女性の人権 

 男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が

均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受できることができ、かつ、

共に責任を担うべき社会」のことです。２０１６年（平成２８年）には、「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）が施行され、女性

の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定、公表や、女性の職業

選択に資する情報の公表が事業主に義務付けられました。  

 また、男女間の暴力等に関しては、２０１３年（平成２５年）に「ストーカー

行為等の規制に関する法律」（ストーカー規正法）及び「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」が改正されました。ドメスティ

ック・バイオレンス（ＤＶ）やセクシュアル・ハラスメント、性犯罪、ストーカ

ー行為等は重大な人権問題であり、被害者の多くが女性で、被害が深刻化しやす

いと言われています。その背景には経済力の格差、上下関係、固定的な性別役割

分担意識が根強く残る社会構造の問題もあります。  

 本市においては、２０１５年（平成２７年）「山県市男女共同参画推進条例」を

制定し、２０２２年（令和４年）２月に「第４次山県市男女共同参画プラン」を

策定するなど、男女の人権尊重と男女共同参画社会の実現に向けて一層の取り組

みを進めています。  

 「山県市人権施策推進指針」作成に係るアンケート調査によると、女性の人権

について問題があると思うことについて、「職場の男女差別待遇」の割合が

37.8％と最も高く、次いで、男は仕事、女は家庭という「役割分担意識」の割合

が 32.1％となっています。また、「結婚等への圧力」が 18.8％、「セクハラ」が

17.8％となっています。これらの背景の中にある、これまでの女性に対する見方、

考え方を意識レベルから改めるような啓発や研修が必要です。  

 今後は、固定的な性別役割分担の意識を払拭し、男女が不平等感を持たない雇

用に向けた取り組みを促進することが重要であり、家事、育児や介護などの男女

共同参画に向けた社会環境の整備を図る必要があります。  

また、女性に対する暴力など、男女共同参画の推進を阻む暴力の根絶に向けた

取り組みの充実を図る必要があります。  
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32.1%

37.8%

17.8%

17.0%

18.8%

13.3%

8.4%

13.3%

2.0%

14.1%

7.7%

4.4%

27.4%

18.9%

19.1%

9.0%

5.9%

2.7%

23.1%

28.5%

19.8%

13.6%

12.5%

7.5%

2.6%

21.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

役割分担意識

職場の男女差別待遇

セクハラ

女性の参画不充分

結婚等への圧力

暴力

売春・買春

わいせつ情報

その他

特にない

わからない

無回答

女性の人権問題

H28 H23 H18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

【施策の方向】 

①啓発活動の充実 

＊男女共同参画社会の早期実現に向け、市民や企業を対象に広報紙やホームペ

ージなど広報媒体を有効的に活用し、家庭、職場、地域における固定的な性

別役割分担意識をなくすこと、とりわけ職場の男女差別解消を求めて、啓発

に努めます。 

 

②社会支援の充実 

＊職場における男女の均等な機会と待遇の確保が講じられるよう労働条件の整
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備や労働管理の改善が図られ、女性がその能力や技術を生かすことができる

職場環境づくりを進めます。  

 

③家庭、地域社会における活動の充実  

＊子育てや介護を含む家庭生活においては、男女がともに主体的に関わり、地

域活動においても男女が共に参画できる環境づくりを進めます。  

 

④女性に対する暴力等への対応  

＊セクシュアル・ハラスメント、ストーカー、ドメスティック・バイオレンス

（ＤＶ）等女性に対する暴力や性をめぐる問題については警察、女性相談セ

ンター、母子生活支援施設、子ども相談センター、医療機関その他関係機関

との連携を強化し、相談から保護、自立に至るまでの救済対策を進めます。 

 

⑤教育活動の充実 

＊学校等において、人権尊重、男女平等、相互理解についての教育を充実させ

ることで、男女共同参画社会の実現に向けての教育活動を進めます。  

 

２．子どもの人権 

 現在、子どもを取り巻く社会全体の環境は、少子化や核家族化の進行、共働き

家庭の増加、地域の子育て機能の低下、インターネットやスマートフォン、携帯

電話、携帯ゲーム機などの普及により、著しく変化しています。こうした中で、

少年非行の凶悪化や粗暴化、保護者による子どもへの虐待（身体的、性的、心理

的虐待、ネグレクト等）の深刻化、SNS やインターネットを利用した誹謗、中傷

によるいじめ、不登校や引きこもりなどの増加、子どもの貧困などが深刻な社会

問題となっています。 

 子どもの人権については、１９４７年（昭和２２年）１２月に「児童福祉法」、

１９５１年（昭和２６年）５月に「児童憲章」が制定され、１９８９年（平成元

年）に国連で採択された「児童の権利に関する条約」においては、「子どもは特別

な保護を受ける存在であるとともに、自ら権利を行使する主体者」として位置づ

けられ、１９９４年（平成６年）にはわが国もこの条約に批准しました。１９９

９年（平成１１年）１１月には、「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び

児童に保護等に関する法律」、２０００年（平成１２年）１１月には、「児童虐待

の防止等に関する法律」が施行され、児童に対する虐待の禁止事項をはじめ、児
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童虐待に関する地方公共団体の責務や児童の保護のための措置等が定められまし

た。２００４年（平成１６年）４月に同法が一部改正され、虐待を受けたと思わ

れる児童も通告義務の対象となるなど虐待の早期発見が重視されています。２０

０８年（平成２０年）４月の法改正では、立入検査等が強化されるなど積極的な

取り組みが行われています。  

 また、２００３年（平成１５年）７月に次世代の社会を担う子どもたちが、健

やかに生まれ、育成される社会の形成に資することを目的とした「次世代育成支

援対策推進法」が制定されました。２０１２年（平成２４年）８月には、一人ひ

とりの子どもが健やかに成長できる社会の実現に寄与することを目的に「子ども・

子育て支援法」が制定され、本市においては、この法律に基づき２０２０年（令

和２年）3 月に「第２期山県市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、よりき

め細かく温かい子育て支援の充実を図る取り組みを推進しています。  

「山県市人権施策推進指針」作成に係るアンケート調査によると、子どもの人

権について守られていないと思うことは、「虐待」の割合が 49.1％と最も多く、

次いで「いじめ」37.5％となっており、少子化や核家族化の進行、地域の教育力

の低下など、近年の家庭を取り巻く環境の変化にともない、子どもをめぐる問題

が顕在化していることがうかがえます。  

また、いじめの問題については、「いじめられる人にも問題」（48.9%）が「い

じめる人が悪い」（36.3％）を上回っており、いじめ問題に対する認識の違いが

今後の課題と思われます。  

ネットいじめ問題については、近年のインターネットの普及に伴い、「知ってい

る」（65.2％）が７割弱を占めています。テレビ、新聞等でも多く報道されてお

り、インターネットを悪用した人権侵害を防止するため、個人のプライバシーや

名誉を尊重し人権侵害を防止するための広報や啓発活動の充実が課題と考えます。

子どもの人権を守るために必要なことについては、「思いやりの心を育む」

（42.0％）次いで「相談、支援体制の充実」（39.3％）、「学校、社会、家庭教育

を充実」（27.9％）となっています。このことから、子どもの権利擁護を推進す

るためには、まずは周囲の大人への人権に関する取り組みが重要と考えます。思

いやりの心を育むため、親の立場として「子どもの人格を尊重し子どもの主体性

と人権を尊重する」ということと、思いやりのある子に育てる際の「親のしつけ」

を正しく認識することが課題と考えます。  
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いじめる人が悪い, 

36.3%

いじめられる人

にも問題, 48.9%

両方とも悪い, 

3.2%

いじめられる人が悪い, 

0.0%

わからない, 7.2%
無回答, 4.4%

２－２ いじめの問題

 

※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

         

 

23.0%

49.1%

6.4%

37.5%

36.0%

12.8%

21.7%

13.1%

14.8%

1.0%

4.0%

4.9%

5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

体罰

虐待

家庭内暴力

いじめ

見て見ぬふり

大人の意見の押しつけ

教師の体罰等

児童買春、児童ポルノ

性的犯罪の被害

その他

特にない

わからない

無回答

２－１ 子どもの人権が守られていないこと



- 16 - 

 

        

※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

【施策の方向】 

①子どもの人権を尊重する意識啓発  

＊児童福祉法第１条では、「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、

かつ育成される様に努めなければならない。等しくその生活を保障され、愛

護されなければならない。」とあります。様々な機会を捉えて、子どもの人権

を尊重する意識を広めます。  

 

②乳幼児期、学童期における人権の尊重  

＊乳幼児期は、人間形成の基礎を培う大切な時期であり、「人、物を大切にする

心を育てる」取り組みを通して、その発達や家庭、地域に応じた適切な保育

や幼児教育を実施していきます。学童期は、学校教育、社会教育を通じて、

人権尊重の意識を高め人権教育を充実していく中で、ボランティア活動や自

然体験活動等生活の場を通して総合的に進めます。  

39.3%

23.5%

5.2%

19.3%

27.9%

4.0%

42.0%

1.2%

23.7%

6.9%

22.5%

23.5%

4.9%

1.2%

1.5%

3.0%

3.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

相談・支援体制の充実

予防・解決・救済策の充実

広報・啓発活動の推進

犯罪取締りの強化

学校・社会・家庭教育を充実

体罰禁止を徹底

思いやりの心を育む

校則や規則を緩やかにする

教師等の資質向上

個性を尊重

地域での見守り体制を充実

家族の信頼関係

マスコミ等の自主的な配慮

その他

特にない

わからない

無回答

２－３ 子どもの人権を守るために必要なこと
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③家庭教育の充実 

＊親としてのあり方や家庭の役割などについて、様々なテーマの家庭教育学級

を通じ、親子で学び、家庭における教育のあり方について教育と啓発を行っ

ていきます。 

 

④児童虐待防止への取り組み  

＊市民に対して児童虐待防止についての知識の普及を図るとともに、虐待の早

期発見のための協力を働きかけ、家庭児童相談の充実、強化を図ります。ま

た、要保護児童対策地域協議会を設置し、代表者会議、実務者会議、個別ケ

ース会議等を開催し情報交換をするとともに、子ども相談センターと綿密に

連携をとりながら虐待防止ネットワークを進めていきます。  

 

⑤家庭や地域社会での青少年健全育成  

＊地域、家庭、学校が一体となって、青少年の健全育成を目指した働きかけを

進めます。青少年の健全な成長を阻害するおそれのある書籍、雑誌、映像ソ

フト、インターネット上の有害情報等、有害な社会環境から青少年を保護す

るとともに社会環境の浄化に努めます。  

 

３．高齢者の人権 

 わが国における高齢化の現状は、平均寿命の大幅な伸びや少子化などを背景に

して、４人に１人が高齢者（６５歳以上）となっています。また核家族化が進む

中で、一人暮らし高齢者、高齢者世帯、認知症高齢者、介護を必要とする高齢者

が増えていることに伴い、介護負担や介護疲れによる家族間の不和、高齢者に対

する身体的、心理的、経済的などの虐待や、悪質商法や振り込め詐欺などの事件

が後を立たず、高齢者の人権問題が大きな社会問題となっています。  

国においては、こうした高齢者に対応するため、「高齢者社会対策基本法」「介

護保険法」「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」な

どの法整備が進められ、高齢者の尊厳が守られ、安心して生きがいを持って暮ら

すことができる社会の実現に向けて、諸施策を講じています。  

本市においては、既に３人に１人以上が高齢者となっており、今後も高齢者の

割合が上昇していくと考えられることから、介護保険運営もさらに厳しさが増し

てくると考えられます。こうした中、「山県市高齢者福祉計画」に基づき、住み慣

れた地域で安心して高齢者が暮らし続けられるよう介護や高齢者福祉サービスの
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提供体制づくりに取り組んでいます。また、認知症などの理由で判断能力が不十

分となった人が、財産管理や契約で不利益を被ったり、人間としての尊厳が損な

われたりすることがないように、「山県市成年後見制度利用促進基本計画」に基づ

き、成年後見制度の周知や利用の支援に努めています。  

「山県市人権施策推進指針」作成に係るアンケート調査によると、高齢者の人

権について守られていないと思うことは、「能力の発揮機会が少ない」と「悪徳商

法に狙われる」の割合が 32.8％同率となっており、次いで「生活情報が伝わらな

い」が 28.1％、以下「暮らしやすい環境の整備不足」「邪魔者扱いされる」とな

っており、高齢者が安心して暮らせる社会づくりが課題となっています。  

また、高齢者の人権保護については、「自立できる生活環境の整備」の割合が

40.5％で、次いで「相談、支援体制の充実」が 34.1％となっています。高齢者

の人権が尊重されるためには、自らの経験と知識を生かし、社会の役に立つよう

な生きがいを実感できることや、健康な生活づくり、さらには地域社会に積極的

に貢献できる機会を増やしていくことなどが必要と思われます。  
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※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

 

32.8%

32.8%

20.7%

11.4%

12.8%

28.1%

17.3%

20.7%

22.2%

1.0%

4.9%

3.7%

4.9%

33.0%

23.9%

13.8%

18.1%

13.0%

1.1%

9.3%

34.6%

23.1%

13.2%

16.2%

0.5%

10.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

能力の発揮機会が少ない

悪徳商法に狙われる

邪魔者扱いされる

暴言・暴力等

意見等が尊重されない

生活情報が伝わらない

家族が世話をしない

病院・施設における虐待

暮らしやすい環境の整備不足

その他

特にない

わからない

無回答

３－１ 高齢者の人権が守られていないこと

H28 H23 H18
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※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.1%

11.4%

6.2%

15.6%

40.5%

19.8%

17.8%

21.7%

23.2%

14.8%

11.9%

0.7%

2.7%

2.7%

5.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

相談・支援体制の充実

救済策の充実

広報・啓発活動の推進

学校・社会・家庭教育を充実

自立できる生活環境の整備

就業機会の確保

防犯、防災対策の強化

他世代との交流の推進

見守り体制の充実

病院・施設における虐待防止

バリアフリー化

その他

特にない

わからない

無回答

３－２ 高齢者の人権保護
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【施策の方向】 

①教育・啓発の推進  

 ＊学校教育の充実 

学校において高齢者の福祉、人権等の問題について理解を深められるよう  

教育の充実を図っていきます。  

＊生涯学習、啓発活動の充実 

広く市民に高齢者の福祉、人権について関心と理解を深め、高齢者虐待や人

権侵害防止するため、公民館活動や啓発活動を推進し、人権意識の高揚に努

めていきます。 

 

②社会参加の促進 

＊社会活動への参加促進  

高齢者の社会参加及び就労を促進するためには、高齢者が長年培ってきた知

識や経験などを活かすことができる、多様な活躍の場づくりを進めることが

必要です。 

そのため、高齢者が社会を支える重要な担い手として、地域社会に貢献し生

きがいをもてるよう、老人クラブやシルバー人材センターなど既存組織の活

性化を図っていきます。また、引き続き社会で活躍するための基本的な生活

習慣の習得・持続、生活習慣病の予防・改善、生涯学習、さらには文化・ス

ポーツ活動を通じた生きがいづくりや健康づくりを支援します。  

 

③交流の促進 

 ＊世代間交流の促進 

教育委員会と連携を図りながら、小中学生による高齢者福祉施設などでの介

護体験や高齢者との交流を促進し、若い世代の高齢者に対する理解と敬愛の

心の醸成に努めていきます。  

 

④介護サービス体制の充実  

 ＊介護保険サービス事業者への指導  

介護が必要な高齢者へのサービス体制を充実させるとともに、これらに関わ

る職員の人権意識を高めるため、適切な指導体制を整えていきます。  

 ＊相談、支援体制の充実 

介護サービスを受ける高齢者が、不当な扱いを受けることがないよう苦情や
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相談を受け付け、高齢者が尊厳を持って自立した生活を送ることができるよ

う支援していきます。 

 

⑤権利擁護施策の推進 

＊制度の周知  

判断能力が低下した高齢者が、住み慣れた地域で安心した生活が営めるよう、

成年後見制度や、日常生活自立支援事業の周知に努めていきます。  

＊制度利用の支援 

成年後見制度や、日常生活自立支援事業の利用が必要な身寄りのない高齢者

については、福祉サービスの利用や契約が適切に行われるよう支援に努めて

いきます。 

 

⑥高齢者虐待の防止  

 ＊虐待防止の啓発活動の推進  

高齢者を見守り、虐待を防止するには、高齢者やその家族だけでなく一般市

民に広報などにより虐待についての正しい知識を広め、高齢者虐待防止に関

心が高まるような働きかけを行っていきます。  

 ＊相談窓口の充実 

虐待は、高齢者に関わる家族などの心身の負担が原因となることもあり、高

齢者や家族のどちらもが気軽に相談できる窓口を設置し支援していきます。 

 ＊関係機関との連携 

虐待の防止は、早期発見、早期対応が基本であり、情報をいち早く把握でき

る仕組みを確立しなくてはいけません。そのため、保健、医療、福祉等関係

機関との連携を強化します。また、家庭内で起こる虐待は高齢者と家族以外

の第三者が接点を持つことが重要であることから、自治会や民生委員・児童

委員等との連携強化を図っていきます。  
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４．障がい者の人権 

 障がいのある、なしにかかわらず、全ての人が住み良い社会をつくっていくこ

とは、人権の視点からも重要です。中でも障がい者と障がいを正しく理解し、受

け止め認めることや、障がい者自身の自立や社会参加のための支援が重要です。  

全ての人が互いに助け合い、平等に生活し、活動できる「共生社会」を目指す

ノーマライゼーションの理念は我が国においても徐々に普及してきています。ま

た、障がい者が生活していくうえでの物理的、心理的障壁を取り除いていく「バ

リアフリー」や「ユニバーサルデザイン」の概念も日常生活に浸透してきており、

障がい者に対する理解は深まりつつあります。  

国においては、２００２年（平成１４年）に新しい「障害者基本計画」を策定

し、その後現在まで、「障害者基本法の一部改正」「発達障害者支援法」「障害者総

合支援法」「障害者雇用促進法の一部改正」「障害者虐待防止法」などの法整備が

進められ、ノーマライゼーションの実現に向けて、更なる障がい者施策への取り

組みを進めてきました。さらに２０１６年（平成２8 年）に、人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会の実現に向けた「障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律」（障害者差別解消法）が施行され、障がいを理由とする「不当な差

別的取扱い」の禁止と障がい者から何らかの配慮を求められた場合、「合理的配慮

（負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮を行うこ

と）」の不提供の禁止が求められています。２０２１年（令和３年）５月の同法改

正により、努力義務であった事業者の「合理的配慮の提供」が義務となりました。  

このほか、２０１８年（平成３０年）１２月には、「ユニバーサル社会の実現に

向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」が施行され、諸施策を実

施しています。 

こうした中、障がい者の地域生活、社会参加を促進するためには、行政の制度

に加えて、地域住民や当事者団体、サービス提供事業者、ボランティア、自治会

などが協力して行う地域の支えあいが必要です。さらに、すべてのライフステー

ジにおける理解、交流、支援、社会参加などの施策の充実が重要です。また、障

がい者への偏見や差別意識が生じることがないよう、障がい者についての正しい

理解と認識を深める必要があります。  

本市においては、「山県市障がい者計画」、「山県市障がい福祉計画・山県市障が

い児福祉計画」を基に、障がい者に関する施策の一層の充実、出生から高齢期に

至るまでの切れ目のない支援体制の構築に努めています。また、知的障がい、精

神障がいなどの理由で判断能力が不十分となった人が、財産管理や契約で不利益
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を被ったり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、「山県市成

年後見制度利用促進基本計画」に基づき、成年後見制度の周知や利用の支援に努

めています。 

「山県市人権施策推進指針」作成に係るアンケート調査によると、障がい者の

人権が守られていないと思うことは、「理解が不十分」の割合が 57.5％、次いで

「就労の機会が少ない」が 41.0％となっています。障がい者の人権を守るため

に必要なことについては、「相談、支援体制の充実」の割合が 41.0％、次いで「就

業機会の確保」が 37.3%となっています。このことから、障がい者への正しい理

解と認識を深めることと、社会参加しやすい環境づくりが課題といえます。  
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※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

57.5%

19.0%

14.8%

7.7%

17.5%

4.2%

41.0%

2.0%

22.7%

11.1%

0.5%

4.4%

5.7%

4.9%

33.0%

14.6%

15.4%

12.0%

62.2%

34.8%

25.3%

2.1%

8.0%

40.9%

14.8%

15.7%

16.0%

57.6%

38.1%

21.6%

0.5%

9.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

理解が不充分

じろじろ見られる

意見等が尊重されない

気軽に活動参加できない

学校の受入れ体制が不十分

アパート等入居が困難

就労の機会が少ない

テレビ等の場面説明が不十分

生活環境の整備が不十分

点字等の整備不十分

その他

特にない

わからない

無回答

４－１ 障がい者の人権が守られていないこと

H28 H23 H18
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※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

【施策の方向】 

①地域共生のまちづくり  

＊ノーマライゼーションの理念の浸透により、障がいへの差別や偏見といった

社会参加の制約となっている諸要因を除去し、住民一人ひとりが福祉への理

解と関心を高め、優しさと思いやりの行動が実践できるまちづくりを目指し

ていきます。また、積極的な市民参加のもとで、行政、自治会、福祉関係事

業者、ボランティア、NPO といった、地域の中で多様な主体が相互に協力し

合い、すべての人が地域社会の一員として、共に支えあい、助け合い、尊厳

をもって暮らしていけるような地域共生のまちづくりを目指していきます。 

 

②自立支援のまちづくり  

＊関係機関と団体とが連携し、総合的な相談や情報提供を一元的に実施できる

41.0%

15.6%

37.3%

21.5%

18.5%

21.5%

5.2%

18.0%

9.1%

19.3%

2.0%

2.5%

4.7%

5.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

相談・支援体制の充実

救済策の充実

就業機会の確保

学校教育の充実

バリアフリー化

地域活動の機会を確保

広報・啓発活動

福祉施設を充実

防犯、防災対策の強化

交流を促進

その他

特にない

わからない

無回答

４－２ 障がい者の人権を守るために必要なこと
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体制を目指していきます。  

＊誰もが住み慣れた地域での暮らし、社会参加を果たしていくため、建築物、

公共交通機関、道路等のバリアフリー化、ユニバーサルデザインによるまち

づくりを目指していきます。また、障がいの予防、軽減、早期発見、早期治

療、地域リハビリテーションの充実等による自立支援の促進を目指していき

ます。 

 

③社会参加の推進 

＊様々な就労形態の確保により、自立生活における経済基盤を充実させ、人々

とのふれあいや生きがいを見出し得る就労の場の充実を目指していきます。 

＊スポーツや文化活動等への参加支援や施設のバリアフリー化により、全ての

市民がより豊かな人生を送れる環境づくりを目指します。  

＊障がいのある子どもや発達遅れのある子どもたちの個々の状態、ニーズ等に

応じたきめ細かい生活指導、教育、相談体制を充実し、将来、その能力と可

能性を最大限に発揮できるような環境づくりを目指していきます。  

 

④権利擁護施策の推進 

＊制度の周知  

判断能力が低下した障がい者などが、住み慣れた地域で安心した生活が営め

るよう、成年後見制度や、日常生活自立支援事業の周知に努めていきます。 

＊制度利用の支援 

成年後見制度や、日常生活自立支援事業の利用が必要な、身寄りのない障が

い者などについては、福祉サービスの利用や契約が適切に行われるよう支援

に努めていきます。  

 

 

５．部落差別（同和問題） 

 部落差別（同和問題）は、日本社会における歴史の過程の中で形成された身分

差別により今なお生まれ育った地域によって不当に差別され、基本的人権が侵害

されることがあるという重大な人権問題です。 

この問題の解決を図るため、国では、１９６９年（昭和４４年）に「同和対策

事業特別措置法」を制定し、３３年間にわたり特別措置法に基づく取り組みを進

めました。この特別措置法に基づき、国及び地方公共団体が一体となって、生活
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環境の改善や啓発活動等の諸施策が実施されました。その結果、同和地区の劣悪

な環境をはじめとする住環境などを改善する基盤整備は一定の成果を上げ、他の

地域との格差は大きく改善されました。  

しかし、依然として、結婚や就職にあたり同和地区出身者であるかを調べる身

元調査等が行われたりするなど、様々な心理的差別が根強く残っています。また、

近年では、急激なデジタル社会への移行とともに、部落差別に関するインターネ

ット上の差別書き込み等の問題も多様化しています。このほか、依然として、差

別の解消を妨げる「えせ同和行為」も存在しています。  

こうした中、国では、２０１６年（平成２８年）１２月に、部落差別（同和問

題）の解消を推進し、部落差別（同和問題）のない社会を実現することを目的と

した「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）を制定し、相

談体制の充実、教育及び啓発を国の責務として定め、地方公共団体は、国との適

切な役割分担を踏まえ、地域の実情に応じて施策を講じるよう努めることと定め

られました。２０１９年（令和元年）８、９月には同法に基づく「部落差別の実

態に係る調査」が実施されました。この調査の結果によれば、部落差別（同和問

題）の実態として、インターネットにおける特定個人や不特定者を対象とする誹

謗中傷等の差別表現や、結婚、交際の場面における差別が発生していること、正

しい理解が進む一方で偏見、差別意識が依然として残っていること、インターネ

ット上で部落差別（同和問題）関連情報を閲覧した者の一部には差別的な動機が

見られることなどが明らかとなっています。  

「山県市人権施策推進指針」作成に係るアンケート調査によると、同和問題の

認知度についての問いの回答で、「知っている」の割合が 71.6％で、H23 調査よ

り 7.6％減少しており、「知らない」と答えた方の割合は、28.4％で H23 調査よ

り 7.6％増加しています。また、同和問題解決に必要なことについては、「正しい

理解を深める努力」の割合が、22.2％で、次いで「そっとしておく」が 20.0％、

「わからない」が 19.3％となっています。この結果、より一層市民一人ひとりが

部落差別（同和問題）を正しく理解し、部落差別（同和問題）についての理解や

認識を広めるための教育・啓発を推進していくことが求められます。  
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71.6%

79.2%

81.2%

28.4%

20.8%

18.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H28

H23

H18

５－１ 同和問題の認知度

知っている 知らない

4.3%

25.3%

19.6%

13.9%

7.8%

17.4%

11.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

小学校入学前

小学生

中学生

高校生

１８歳～２０歳未満

２０歳以上

おぼえていない

５－２ 同和問題を知ったとき
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16.3%

1.2%

5.2%

5.9%

17.3%

5.5%

4.5%

1.7%

1.2%

7.4%

1.7%

32.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

家族から聞いた

親戚から聞いた

近所の人から聞いた

友達や先輩・後輩

学校の授業で教わった

職場の人から聞いた

テレビ・新聞・インターネット等

集会や研修会で知った

行政の広報紙で知った

おぼえていない

その他

無回答

５－３ はじめて知ったきっかけ

ない, 

35.1%

ほとんど

ない, 

27.7%

ある, 

10.1%

多くあ

る, 

1.2%

わからな

い, 

20.5%

無回答, 

5.4%

５－４ 周囲の同和地区の

差別意識

ない, 

54.5%
ほとんど

ない, 

23.7%

ある, 

5.4%

多くある, 

0.5%

わからな

い, 11.8%

無回答, 

4.1%

５－５ 自身の同和地区の

差別意識
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8.6%

1.5%

10.9%

0.7%

22.2%

3.2%

20.0%

7.4%

3.0%

19.3%

3.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

人権・生活相談を充実

人権救済策を充実

人権・同和教育を推進

人権啓発を推進

正しい理解を深める努力

自由な意見交換の環境整備

そっとしておく

行政が積極的にかかわる

その他

わからない

無回答

５－６ 同和問題解決に必要なこと

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】 

①市民への積極的な啓発活動  

＊部落差別（同和問題）に関する正しい認識を持つこと及び正しい判断ができ

る人になることが必要で、そのためにこれまでの取り組みで積み上げられて

きた成果を継続して実施するとともに、部落差別（同和問題）を人権教育・

啓発の重要課題として位置づけ、「人権を大切にすることは、命を大切にする

こと」という認識を持って、積極的な啓発活動を推進していきます。具体的

には、学校教育、行政職員、企業その他各種イベント等の場を通して人権教

育・啓発を実施していきます。また、本人の権利及び利益を保護し、住民票

等の不正取得を抑止するため、住民票の写しや戸籍謄本等が本人以外の第三

者に不正に取得された場合に、その事実を本人に通知する「本人通知制度」

の周知に努め、登録者の増加を図ります。  

 

②えせ同和行為に対する適切な対応  

＊部落差別（同和問題）については、未だに「こわい問題」「関わるとやっかい

な問題」という誤った認識があります。これは無責任なうわさ話によること
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が多いものですが、こうした世間の誤った意識を利用して企業や行政機関等

に不当な利益や要求をする行為が「えせ同和行為」です。こうした行為は差

別を受けてきた人々が新たな差別や偏見を受けることにもなり、結果として

これまでの真摯な取り組みを全て否定することにもなるので、毅然とした態

度で臨むように働きかけをします。また「えせ同和行為」の実情についての

研修会を実施したり、相談体制を強化することにより、被害を未然に防ぐよ

うに努めていきます。また法務局やその他関係機関と綿密な連携を取って各

種の問題に対応していきます。  

 

③隣保館（美里会館）活動の充実 

＊隣保館（美里会館）活動については、啓発活動、相談事業、各種文化活動を

通して、日常生活における様々な問題の解決に向けて取り組んできました。

今後も地域の重要拠点としてその活動を通して部落差別（同和問題）解消の

啓発に努め、またこの問題を含めた人権に関する相談窓口を広げていきます。

具体的には若年から高齢者まで幅広い年齢層の人に利用してもらえるよう

な取り組み及び場を提供することによって、地域の自発的な交流活動を促し

ていきます。また、時代を担う児童生徒が誤った知識や偏見を抱かないよう、

部落差別（同和問題）の正しい歴史的背景や経緯から学ぶことが非常に重要

です。隣保館（美里会館）活動においてそのような教育環境を構築するため、

家庭、地域、学校、関係機関等とさらに密接に連携、協力を図るようにしま

す。  

 

④インターネット上の人権侵害への対応  

＊インターネット上の同和地区名を表示するなどの差別表現等の流布について

は、インターネット上のサイトのモニタリングや関係機関との連携により、

適切な対応に取り組みます。  

 

 

6．外国人の人権 

 日本では１９９６年（平成８年）に、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する

条約」が発効されており、人種による差別や外国人差別は禁止され、国際化時代

に対応した外国人に関する法律が改正されてきました。特に１９９９年（平成１

１年）には「外国人登録法」が改正され、２０００年（平成１２年）からは「外
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国人登録証の指紋押捺制度」が廃止となり、外国人に対する差別の解消に尽力し

てきました。また、住民基本台帳法の一部を改正する法律が２００９年（平成２

１年）７月に公布され、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えることと

なりました。この法律は２０１２年（平成２４年）７月から施行され、各種行政

サービスの一体化、簡素化が図られました。２０１６年（平成２８年）に「本邦

外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（ヘ

イトスピーチ解消法）が施行され、日本以外の国や地域の出身者への不当な差別

的言動（ヘイトスピーチ）を解消するための基本理念や基本施策を定め、推進し

ていくことが決定されました。  

 市内では、２０２２年（令和４年）１２月末現在で６５３人の在住外国人が生

活されています。山県市が発足した２００３年（平成１５年）4 月時点の３３１

人から倍増し、日常の中で外国人と触れ合う機会も多くなりました。  

「山県市人権施策推進指針」作成に係るアンケート調査によると、外国人の人

権が守られていないことについての問いの回答で、「わからない」の割合が

24.0％で、次いで「理解を深める機会が少ない」が 21.2％となっており、外国

人に対する関心の低さがうかがえます。市としては、今後も国際化が進んでいく

中で、在住外国人に対して地域の生活習慣などの普及啓発を図るとともに、広報、

ホームページ等により地域の情報の提供や相談支援の充実を図り、安心して生活

が送れるよう努めていきます。さらに市民に対して、外国人の価値観、文化を互

いに認識し、尊重しあえる環境を整備していくことが必要と考えます。  
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※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

【施策の方向】 

市内の在住外国人を、地域社会を構成する「外国人市民」として認識し、外国

人の価値観、文化等について理解を深めるとともに、お互いを尊重し合える環境

を創造していくことが必要と考えます。  

①広報の充実 

＊広報紙、ホームページ等により外国人の人権について、広く啓発を行い理解

を深めていきます。また、近年、街頭やインターネット上で特定の民族や国

籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチが国内で発生しま

したが、ヘイトスピーチ解消法に基づき、不当な差別的言動は許されないこ

との周知を図ります。 

12.8%

8.9%

12.6%

7.7%

16.3%

8.9%

4.7%

15.1%

20.7%

21.2%

1.0%

11.1%

24.0%

8.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

じろじろ見られる

意見や行動が尊重されない

差別的な発言や行動

住宅への入居が困難

就労の機会少ない

参政権がない

公務員に応募できない

外国語表記が少ない

外国語での対応が少ない

理解を深める機会が少ない

その他

特にない

わからない

無回答

外国籍住民の人権が守られていないこと
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②交流の場の創出 

＊相互理解を深めるため、イベント等において外国人の参加を促すなど、外国

人と日本人がふれ合うことができる機会を増やしていきます。  

 

③教育の充実 

＊学校教育や社会教育の場を通して外国人の文化や習慣、言語、宗教などへの

理解を深め、その違いを理解する学習を通して外国人の人権を尊重できる環

境づくりに努めていきます。  

 

④在住外国人に対する支援  

＊在住外国人が日常生活において、気軽に相談できる体制の充実に努めていき

ます。 

 

 

７．感染症患者等に関する人権 

 感染症患者等に関する理解は、進みつつありますが、依然として偏見や差別が

解消されていない状況にあり、さらに新たな感染症の発生、まん延によって、感

染者や医療関係者等に関わる人権問題が起きています。  

２０２０年（令和 2 年）に新型コロナウイルス感染症が世界的にまん延し、同

年、日本国内、県内、市内でも感染者が確認され、その後長期にわたって感染拡

大防止対策と、感染者に対する医療措置が取られました。その一方で、感染者、

医療従事者やその家族、さらにワクチン接種に関わる誹謗中傷や偏見、差別（コ

ロナ・ハラスメント、ワクチン・ハラスメント）が大きな社会問題となりました。  

このような中で、本市では２０２０年（令和２年）１２月に「山県市感染症の

患者等の人権の擁護に関する条例」を制定し、「何人も、感染症の患者等の人権を

最大限に尊重し、感染していること、感染しているおそれがあること又は感染し

ていたこと等を理由として、不当な差別、偏見、誹謗中傷等の人権の侵害をして

はならない。」と定めました。今後、新たな感染症が発生、まん延した場合に、正

確な情報の発信、関係者の人権配慮を促す啓発、誹謗中傷や差別など被害者への

支援が必要です。 

岐阜県が２０２２年（令和４年）３月に公表した「人権に関する県民意識調査  

調査報告書」によると、新型コロナウイルス感染症に関する人権問題で、特に問
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題があると思うこととして、「医療機関やその従事者、家族がうわさをされたり、

誹謗中傷を受けたりすること」が 61.8％と最も高く、次いで「感染者やその家族

がうわさをされたり、誹謗中傷を受けたりすること」が 54.5％、「感染者やその

関係者等に関して、個人情報や誹謗中傷、デマがインターネット、ＳＮＳ上に拡

散されること」が 37. 9％の順となっています。 

性感染症、特にＨＩＶ感染症については、まん延防止と感染者に対する治療や

ケアの充実を図るとともに、誰でも感染の可能性がある病気という認識を持つこ

とが重要です。また、検査による早期発見と治療によってエイズ発症を遅らせる

ことが可能であるとの認識を高めて偏見や差別を解消するための、正しい知識の

普及が必要です。 

ハンセン病に関しては、１９９６年（平成 8 年）に「らい予防法」が廃止され、

２００９年（平成２１年）には、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の

施行により、各種施策が実施されてきましたが、患者等が今もなお、社会の差別

や偏見に苦しんでいます。  

感染症については、感染予防と医療の提供を車の両輪のごとく位置づけるとと

もに、患者、感染者の人権を尊重し、偏見や差別を解消するため、正しい知識の

普及、啓発や必要とされる支援のために関係者が協力していくことが必要です。  
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※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.6%

11.6%

13.8%

6.2%

10.1%

4.2%

19.3%

0.5%

5.4%

27.9%

6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

正しく理解されていない

プライバシーが守られていない

就労時の不利な扱い

医療機関の不利な扱い

結婚の不利な扱い

無断でエイズ検査

差別的な発言や行動

その他

特にない

わからない

無回答

７－１ ＨＩＶ感染者等の人権が守られていないこと
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７－２ 新型コロナウイルス感染症に関する人権問題で、特に問題があると思うこと 

 

 

※ 人権に関する県民意識調査  調査報告書（２０２２年（令和４年）３月 

 岐阜県発行）から 

※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

【施策の方向】 

①感染症患者等 

＊教育委員会と連携を図り、児童生徒へは人権尊重を基本とした、エイズ教育、

感染症への正しい理解と認識を深める教育を行い、加えて、児童生徒の保護

61.8%

54.5%

37.9%

30.7%

26.9%

15.2%

12.6%

5.8%

5.6%

3.0%

2.5%

1.6%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80%

医療機関やその従事者、家族がうわさをされたり、誹謗中傷を

受けたりすること

感染者やその家族がうわさをされたり、誹謗中傷を受けたりす

ること

感染者やその関係者等に関して、個人情報や誹謗中傷・デマが

インターネット・SNS上に拡散されること

医療機関やその従事者、家族が出勤、登校等を拒否されること

感染者が発生した学校・店舗やその関係者等が誹謗中傷を受け

たり、営業が妨げられたりすること

様々な事情により感染症対策等をとれない・とらない人が不当

な取扱いをされたり、誹謗中傷を受けたりすること

感染者やその家族が出勤、登校等を拒否されること

県外居住者や県外からの移動者が嫌がらせを受けたり、非難さ

れたりすること

わからない

特に問題があると思うことはない

外国人であることを理由として、不当な取扱いをされること

無回答

その他
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者等を対象としたエイズ、感染症等への正しい知識の普及に努めます。また、

市民の理解不足による感染への不安から生じる差別や偏見をなくすために

広報や啓発用のパンフレットを利用して、正しい知識の普及に努めていきま

す。更に、高齢者等を受け入れる施設や介護保険サービス事業者においては、

HIV 感染者等への正しい知識を得るための研修や人権教育の実施を促してい

くよう努めていきます。  

＊近年、Ｃ型ウイルス肝炎、エイズ等に加えて新型インフルエンザなど様々な

感染症が発生しています。これらに対しては、速やかな情報提供を行い、ま

ん延防止に努め、ハンセン病を含め感染症に対する正しい知識と理解を市民

へ促していくよう努めていきます。  

＊新型コロナウイルス感染症または今後発生した場合の類似感染症に関する情

報収集や提供、感染予防対策など知識の普及、啓発を行います。 

新型コロナウイルス感染症のまん延過程で発生した例や経験を基に、感染者

や医療従事者、その家族等への偏見や差別の解消のため、啓発を行うととも

に、人権侵害に対する相談、支援体制の強化、必要に応じて SNS をはじめ

インターネット上での人権侵害の監視（侵害の程度により関係機関へ通報）

等を実施します。 

  

②新型インフルエンザ等対策行動計画 

＊新型インフルエンザ等（新型コロナウイルスを含む）は、毎年繰り返してき

たインフルエンザとは異なる新型ウイルスで、世界的な大流行により大きな

健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらします。  

そこで、病原性の高い新型インフルエンザ等が発生した場合の対策を国全体

として実施するため、２０１３年（平成２５年）4 月に「新型インフルエン

ザ等対策特別措置法」が施行されました。  

本市では、特措法第 8 条に基づき、感染の拡大を可能な限り抑制し、市民の

方の生命及び健康を保護し、生活や経済への影響を最小限にすることを目的

に、政府行動計画、県行動計画と整合性を確保しつつ、これまでの行動計画

を見直し、２０１４年（平成２６年）8 月に「山県市新型インフルエンザ等

対策行動計画」を策定しました。今後は、本行動計画に沿って対策を進めて

いきます。 
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8．刑を終えた人の人権 

人間は誰もが尊重され、自分らしく生きたいと願っています。このことはたと

え非行や犯罪に陥った人でも同じです。  

刑を終えて出所した人に対しては、本人に真摯な更生の意欲がある場合でも、

周囲の人には根強い偏見や差別意識があります。地域社会への受入れを拒否され

たり、就職に際しての差別や住居等の確保が困難であったりするなど、社会復帰

を目指す人にとって、現実は厳しい状況にあります。  

罪を犯した人が、円滑な社会復帰ができず、犯罪や非行を繰り返す再犯者の割

合を減らしていくことが安全で安心して暮らせる社会づくりにつながります。  

そのため、罪を犯した人が社会において孤立することなく、再び社会の構成員

の一員になることを支援する「再犯の防止等の推進に関する法律」が、２０１６

年（平成２８年）１２月に施行されました。  

本市においては、２０２３年（令和５年）に同法に基づいた「山県市再犯防止

推進計画」を、「第４次山県市地域福祉推進計画」に包含して策定し、同計画に基

づき、更生保護に関わる保護司会や関係機関等と連携、協力して「社会を明るく

する運動」の開催や街頭啓発などを通して、刑を終えて出所した人たちの更生と

社会復帰に対して理解を深めるための啓発活動を行っています。  

「山県市人権施策推進指針」作成に係るアンケート調査によると、刑を終えた

人との付き合い方について、「気を使って付き合う」の割合が 42.5％、「同じよう

に付き合う」の割合が 26.2％となっており、7 割近くが変わらず付き合うとい

う結果になっています。  
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【施策の方向】（山県市再犯防止推進計画から） 

罪を犯した人の中には、生活困窮や高齢、障がい等、様々な生きづらさを抱え

ている人が少なくなく、安定した仕事や住居を確保できないことなどにより、社

会復帰が困難な状況にあります。また、地域社会に戻っても、必要な支援を受け

られずに孤立し、再犯に至ってしまうことがあります。  

地域の理解と協力を得ながら地域社会で孤立させず、罪を犯した人の社会復帰

を、関係機関が協力連携して支援していく仕組みを構築していきます。  

 

①社会を明るくする運動支援  

＊保護司会が中心となって実施される、犯罪や非行をした人の更生についての

理解を深め、犯罪や非行のない住みやすい地域社会を築こうとする「社会を

明るくする運動」を支援します。  

 

26.2%

25.3%

19.3%

42.5%

44.9%

50.2%

9.1%

13.3%

15.6%

2.5%

1.9%

2.7%

1.7%

4.8%

4.0%

1.5%

5.3%

8.2%

12.1% 4.4%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H28

H23

H18

刑を終えた人との付き合い方

同じように付き合う 気を使って付き合う 表面的に付き合う 付き合いはやめる

その他 特にない わからない 無回答
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②更生保護団体などへの活動支援  

＊更生保護に携わる保護司会や更生保護女性会などの活動を支援するとともに、

更生保護活動などに対する支援や、更生保護活動の広報及び周知に取り組み

ます。 

 

③生活困窮者自立相談支援事業   

＊生活上の困りごとや悩みを抱える人の相談を通して問題を整理し、相談者と

ともに解決を図ることで、自立した生活が送れるよう支援を行います。  

 

④家計改善支援事業  

＊専門の支援員が、相談者の家計の収支を一緒に見直しながら、安心できる家

計を目指します。 

 

⑤就労準備支援事業  

＊社会に出ることや就労、人とのかかわりに不安がある人に、それぞれの目標

に向けた軽作業などのプログラムを用意してサポートします。  

 

 

９．インターネットに関する人権 

 インターネットの普及に伴い、インターネットの持つ匿名性や情報発信の容易

さ及び発信範囲の広範さを悪用し、個人を中傷する表現や差別を助長する表現等

の情報を掲載するなど、人権を侵害する行為が増加しています。  

 また、近年「コミュニティサイト」による子どもの性的被害が増加しているこ

とに加え、過激な暴力シーンや児童ポルノのサイトなどが、子どもを巻き込む犯

罪などを引き起こす原因になっていると考えられます。  

さらに、インターネットを利用したセクハラやパワハラ等のハラスメント、外

国人、障がい者や部落差別（同和問題）に関する差別的な書き込み等が、大きな

問題になっています。  

国では、２００１年（平成１３年）に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責

任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」（プロバイダ責任制限法）を施行し、

インターネット上の違法、有害情報に対して、被害者救済と表現の自由の権利、

利益バランスを適切に運用するための環境整備を行い、２０２１年（令和３年）

４月には発信者情報の開示の簡易、迅速化のため、同法を改正しました。また、
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２０２２年（令和４年）７月には刑法を改正し、インターネット上での誹謗中傷

を抑止するため侮辱罪を厳罰化しました。  

 「山県市人権施策推進指針」作成に係るアンケート調査によると、インターネ

ットによる人権侵害の心配ごとについては、「誹謗中傷する情報を掲載」の割合が

50.6％で、次いで「個人情報の流出」の割合が 42.5％となっています。こうし

たことから、個人情報保護の体制強化とともに、個人のプライバシーや名誉に関

する理解を深めるための啓発やインターネット上での人権侵害、プライバシー保

護に関する問題に対し相談、支援体制の充実を図ることが必要となっています。 

  

 

※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

【施策の方向】 

インターネットを利用する一人ひとりが人権侵害を行わないように意識の高揚

を図ります。 

①啓発活動の充実 

50.6%

34.6%

18.5%

42.5%

27.2%

15.6%

20.7%

0.0%

3.2%

10.1%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

誹謗中傷する情報を掲載

出会い系サイトの犯罪誘発

有害な情報を掲載

個人情報の流出

利用者の倫理観の低下

被害者が救済されにくい

悪質商法による取引被害

その他

特にない

わからない

無回答

インターネットによる人権侵害の心配ごと
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＊インターネット利用者等に対して、個人のプライバシーや名誉を尊重し、人

権侵害を防止するための広報や啓発活動を推進していきます。  

 

②児童生徒への教育体制の充実  

＊学校等においては、情報に関する教科等で、情報の収集及び発信における個

人の責任や情報のモラルについての教育を推進していきます。  

 

③関係機関との連携による対応  

＊インターネット上での人権侵害や個人情報の流出などのプライバシーに関わ

る問題に対して、岐阜地方法務局や県などの関係機関と連携を図りながら、

こうした情報の発信者や情報を掲載しているサイトの管理人であるプロバ

イダ等に削除要請することができることを啓発し、その相談窓口を周知する

など、適切な対応に取り組みます。  

 

 

10．ホームレスの人権 

 失業や家庭問題など様々な要因により、自立の意思がありながら、特定の住居

を持たずに野宿生活を余儀なくさせられているホームレスの人たちがいます。ホ

ームレスの中には衛生状況が悪い、十分な食事を取ることができないなど、憲法

で保障された健康で文化的な必要最低限の生活を送ることができない人もいます。

また、野宿生活者と地域社会のあつれきが生じるなどホームレス問題は大きな社

会問題となっており、ホームレスへの嫌がらせや暴行などの人権侵害の問題も発

生しています。  

こうした状況の中、国においては、２００２年（平成１４年）に「ホームレス

の自立の支援等に関する特別措置法」を施行しました。同法に基づき２０１８年

（平成３０年７月）に策定された「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」

では、２０１３年（平成２５年）７月の全国調査の結果を踏まえて、地域社会と

の協力のもと、職業能力の開発などによる就業機会や安定した居住空間、保健医

療の確保などの施策を通して、ホームレスの自立を促進していくことや、ホーム

レスとなることを防止するための支援などについて定めています。  

 「山県市人権施策推進指針」作成に係るアンケート調査によると、ホームレス

の人権を守るために必要なこととして、「自立した生活の支援」の割合が 33.8％

で次いで「相談、支援体制を充実」が 21.5％となっています。ホームレスへの偏
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見や差別の解消に向け、近隣住民の人権にも配慮しながら地域の理解や協力を深

める必要があります。アンケートにあったように、ホームレスの人たちが、地域

で自立して生活することができることを目指すため、相談などの支援や生活の支

援活動を進めていく必要があります。  

 

 

 

【施策の方向】 

①啓発活動の推進 

＊ホームレスに対する偏見や差別意識を解消するための啓発を推進します。  

 

②相談の実施 

＊生活支援のほか、住居確保、就労支援などについて随時相談を受け付けます。  

 

 

11．性的指向、性自認を理由とする偏見・差別を受ける人の人権 

性的指向とは、人の恋愛、性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念で、異

性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛があります。

21.5%

0.5%

33.8%

17.6%

0.7%

4.7%

13.8%

7.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

相談・支援体制を充実

広報・啓発活動

自立した生活の支援

社会復帰のための施設を充実

その他

特にない

わからない

無回答

ホームレスの人権を守るために必要なこと
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このうち、同性愛者、両性愛者の人々は、多くの人と性的指向が異なるため、差

別的扱いを受けることがあります。  

性自認（性同一性）とは、自己の性をどのように認識しているかを示す概念で、

多くの人は、心の性である「性自認」と身体の性である「生物学的な性」が一致

していますが、一致しない人は、自認する性での日常生活、社会生活が難しいだ

けでなく、偏見により差別的な言動を受けることがあります。  

こうした人たちを示す語に、「ＬＧＢＴ」があります。近年、その社会的理解度

は高まりつつありますが、依然として偏見や差別が存在しています。  

国においては、２００４年（平成１６年）７月に「性同一性障害者の性別の取

り扱いの特例に関する法律」を施行し、性同一性障がい者の人のうち一定の条件

を満たす人は、家庭裁判所の審判を経て、法令上の性別の取り扱いを変更するこ

とが可能となりました。  

 「山県市人権施策推進指針」作成に係るアンケート調査によると、性同一性障

がい者の人権を守るために必要なこととして、「正しい知識を学ぶ場を作る」の割

合が 43.5％、次いで「相談、支援体制を充実」が 30.1％となっています。  

 性同一性障がい者に対しての差別や偏見を解消するため、性同一性障がいに対

する啓発活動の推進を図る必要があります。  
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※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

【施策の方向】 

①啓発活動の推進 

＊性的指向や性自認を理由とする差別は不当であるという認識をもち、偏見、

差別をなくしていくことが求められます。そのため、地域社会や企業、行政

関係者をはじめとして、性的指向や性自認の多様な在り方について正しい理

解が広まるよう、啓発活動を推進します。  

 

 

  

30.1%

23.5%

43.5%

9.4%

17.8%

0.7%

4.4%

25.4%

8.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

相談・支援体制を充実

偏見をなくす啓発活動を推進

正しい知識を学ぶ場をつくる

人権を守る啓発活動を推進

就業機会を確保

その他

特にない

わからない

無回答

性同一性障がい者の人権を守るために必要なこと
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1２．震災等の被災者の人権 

 ２０１１年（平成２３年）３月に発生した東日本大震災や２０１６年（平成２

８年）４月に発生した熊本地震などの予測できない自然災害により、未曾有の被

害がもたらされました。被災した人々が差別を受けたり、風評被害を受けたりと、

大震災に起因する新たな人権問題が発生しています。  

 「山県市人権施策推進指針」作成に係るアンケート調査によると、東日本大震

災等の被災者の人権が守られていないことについて、「職場、学校での嫌がらせや

いじめ」の割合が 64.7％で次いで「差別的な言動」が 45.7％となっています。 

 一人ひとりが正しい知識と思いやりの心を持ち、問題を解決していくとともに、

新たな人権問題の発生を防止していくことが必要です。  

 

 

※ 複数回答となっていますので、合計は 100 パーセントを超えます。  

 

【施策の方向】 

①啓発活動の推進 

＊震災等の災害に起因する人権問題について、誰もが正しい知識と確かな情報

に基づいた行動を心がけ、思いやりの心を持つことが重要です。震災等の災

害に起因する人権問題の発生を防止するため、市民の関心と認識を深めてい

64.7%

45.7%

6.9%

3.7%

14.6%

1.2%

7.2%

15.8%

9.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

職場・学校での嫌がらせやいじめ

差別的な言動

アパート等への入居を拒否

店舗等への入店や施設利用を拒否

幼稚園等への入園を拒否

その他

特にない

わからない

無回答

東日本大震災等の被災者の人権が守られていないこと
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くための啓発に努めます。  

 

 

1３．アイヌの人々の人権 

アイヌの人々は、固有の言語や伝統的な儀式、祭事、多くの口承文学（ユーカ

ラ）など、独自の文化を持っています。しかし、その文化が十分に保存、伝承さ

れているとは言いがたい状況です。  

１９９７年（平成９年）７月、「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統に関する

知識の普及及び啓発に関する法律」（アイヌ文化振興法）が施行され、アイヌの

人々の文化、伝統について正しく理解し、啓発していくことが謳われました。  

アイヌの人々の問題は、他の少数民族に対する偏見、差別の問題にも結びつく

ものであり、本計画においても必要性を指摘しています。  

 ２０１９年（令和元年）には、「アイヌ文化振興法」に代わり、アイヌの人々を

先住民族と規定した「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施

策の推進に関する法律」が施行され、従来の福祉政策や文化振興に加え、地域振

興、産業振興、観光振興を含めた幅広い施策を実施することとされました。  

 

【施策の方向】 

①啓発活動の推進 

＊アイヌの歴史や文化、生活習慣や現状等を正しく理解し、日本の先住民族と

いう存在として、アイヌの人々に対する偏見や差別の解消をめざし、啓発活

動に努めます。 

 

 

1４．犯罪被害者等の人権 

人はみな命を大切にし、自由と幸福を追求する権利を有しており、憲法でも保

障されています。しかし、ある人の犯罪行為により有刑事事件が発生し、突然幸

福に生きる権利を奪われてしまった犯罪被害者やその家族の人たちの存在があり

ます。  

近年、こうした犯罪被害者やその家族の人たちの人権問題に対する関心の高ま

りがみられ、犯罪被害者等に対する配慮と保護を図ることが課題となっています。 

 犯罪被害者等の権利の保護に関しては、２００４年（平成１６年）１２月、犯

罪被害者等の施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利や利益の保
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護の図るため、「犯罪被害者等基本法」が制定されました。また、同法に基づき、

２００５年（平成１７年）１２月には、「犯罪被害者等基本計画」が策定され、現

在は、２０２１年（令和３年）３月に閣議決定された第４次計画に基づいた施策

が進められています。  

 本市においても、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害

者等の権利利益保護を図るため、２０１９年（平成３１年）４月に「山県市犯罪

被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害者等の支援に努めています。  

犯罪被害者等は、その置かれた状況から自ら被害を訴えることが困難であり、

また訴訟等に伴う負担や直接の被害のほかに、精神的ショックや身体の不調、医

療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮に加え、マスメディアによる行き

過ぎた犯罪の報道によるプライバシー侵害や名誉毀損、周囲の無責任な会話、過

剰な取材による平穏な生活の侵害など、二次的被害に遭う現状があります。  

 犯罪被害者とその家族等の人権が侵害されるケースは様々であり、被害者の人

権の尊重を基本とした犯罪被害者等に対する理解を深める啓発活動を推進する必

要があります。  

 

【施策の方向】 

①啓発活動の推進 

＊犯罪被害者とその家族等が受けている直接的、間接的被害に関する現状や援

助についての必要性について、市民の認識を深めるための啓発活動を推進し

ます。 

 

②関係機関との連携  

＊犯罪被害者等の支援業務を行っている専門機関、関係機関等の情報提供に努

めます。 

 

 

15．北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権 

１９７０年代から１９８０年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不

明になっています。これらの多くは北朝鮮当局による拉致の疑いが濃厚であるこ

とが明らかになったため、政府は１９９１年（平成３年）以来、機会があるごと

に北朝鮮に対し拉致問題を提起してきました。２００２年（平成１４年）９月の

日朝首脳会談において、北朝鮮側は長年否定してきた日本人の拉致を認め、謝罪
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しました。同年１０月、拉致被害者５名の帰国が実現しましたが、以後その他の

被害者についていまだ納得のいく十分な情報は提供されておらず、安否不明のま

まの状態となっています。２００６年（平成１８年）６月に施行された「拉致問

題その他北朝鮮当局における人権侵害への対処に関する法律」では、「北朝鮮人権

侵害問題啓発週間」（１２月１０日～１６日）が設けられるなど、北朝鮮当局によ

る拉致被害者人権侵害問題についての啓発が進められており、拉致問題は国際社

会における人権侵害問題として認識を持つことが重要です。  

 

【施策の方向】 

①啓発活動の推進 

＊北朝鮮当局による拉致問題の解決に向けて、市民の関心と認識を深めていく

ための啓発に努めます。 

 

 

16．人身取引の被害者の人権 

性的搾取、強制労働等を目的とした人身取引（トラフィッキング）は、重大な

犯罪であり、基本的人権を侵害する深刻な問題です。国では、２００４年（平成

１６年）１２月、人身取引の撲滅、防止、人身取引被害者の保護を目的とする「人

身取引対策行動計画」が策定され、その後、２０２２年（令和４年）１２月に「人

身取引対策行動計画２０２２」が策定されています。  

人身取引についての関心を高め、人身取引が重大な人権侵害であるという認識

を深めることが必要です。  

 

【施策の方向】 

①啓発活動の推進 

＊国、県との連携を図りながら、市民に対して人身取引という重大な人権侵害

に対する啓発活動を推進します。  
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第４章  施策の推進にあたって  

 

１．推進体制と進捗管理 

人権に関わる課題は、多岐にわたっています。個別の人権課題が複雑化、多様

化する中で、各分野の施策の有機的な連携と体系化を図る必要があります。  

人権施策についての総合的かつ効果的な推進を図るため、福祉課、教育委員会

が中心となり、役割分担と緊密な連携を図ることにより、人権教育・啓発活動と

人権施策の総合的な推進を図ります。  

また、「山県市人権教育・啓発推進協議会」において、課題の洗い出しや対策の

検討を行い、市民意識の変化、国内の社会情勢の変化、国際的潮流等に対応する

ため、必要に応じて各関係計画との調整を図りながら見直しを実施していきます。 

 

２．マスメディアの活用  

人権教育・啓発の推進については教育・啓発の媒体としてマスメディアの効果

は非常に大きいものがあります。そのため、広報の機能を有効利用していきます。  

 

３．関係機関との連携 

人権施策の推進が広範な取り組みとして展開されるよう、国、県、周辺市町を

はじめとした関係機関と連携、協力を図り、人権擁護委員、民生委員・児童委員、

保護司、更生保護女性会、各種ボランティア団体など人権に関わる団体などに対

して人権施策の取り組みに対する協力を働きかけるなど、それぞれの役割を踏ま

えつつ、幅広い連携、協力を進めます。  

 

４．人権に関する職業従事者に対する研修等の推進  

人権尊重のまちづくりの推進にあたっては、人権にかかわりの深い特定の職業

に従事する人が高い人権意識を持ち、それぞれの職務において人権尊重の視点に

立った行動ができるよう研修を行うなど、資質向上のための取り組みや人権教育・

啓発の推進が必要です。  

人権問題に対し、深い認識と実践力を持ち、地域において先導的な役割を果た

せるよう医療関係者、学校教職員、社会教育関係職員、福祉関係職員、行政関職

員などに対す研修の充実を図ります。  
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「山県市人権施策推進指針」作成に係るアンケート調査  

 

【アンケート実施方法】  

 

1．調査対象 山県市在住の 18 歳以上の市民 1,000 人  

配布数 992（配達不能 8） 

2．抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出  

   回収数 407（回答拒否 47） 

3．実施方法 自記式調査、郵送により配布、返信用封筒で返信 

  回収率 41.0％（前回 38.1％） 

4．調査期間 平成 29 年 2 月 1 日から平成 29 年 2 月 27 日 

  有効回答数 405 
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